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SDGs達成に向けた宣言書 

 

宣言者 所在地 由利本荘市川口字後野 19-5 

名 称 秋田ハウス株式会社 

代表者 代表取締役 奥山 一寸法師 

 

は、SDGs の内容を理解し、SDGs 達成に向けた

方針及び取組を次のとおり宣言します。 

 

SDGs 達成に向けた取組方針等と目指す姿 

 

３側面 

(主な分

野に) 

SDGs 達成に向けた 

重点的な取組 

2030 年に向けた 

指標 

重点的な取組及び 

指標の進捗状況 

（※初回記入不要） 

初回登録年月日：Ｒ８ 年 ６月１９  日 

関連する主な 

SDGs ゴール 

（最大３つ） 

経済 

☐社会 

環境 

伐採・植林のサイク

ルが確保され、環境

問題に配慮された木

材を使用する 

森林破壊せずに森を一定サ

イクルの下で活用すること

で CO2 削減を目指し、木

材資源の安定供給を図る 

 

 

12 

13 

15 

 

経済 

☐社会 

環境 

省エネ性の高い住宅

のみを生産する 

一棟あたり平均 UA 値が

0.30W/㎥・K を切り、0.2

台となるように設計する 

 11 

☐経済 

社会 

環境 

家づくりにおける環

境問題への影響につ

いて、お客様へ必ず

説明する 

・都度、ZEH 制度や環境に

配慮された家づくりの重要

性を説明する 

・社内パンフレットへ環境

に配慮する取組のページを

増設する 

 

11 

12 

13 

住まいづくりを通じ、カーボンニュートラル時代にも通用する持続可能な社会形成を後押しすることを

目標に、お客様へ住宅性能を具体的な数値をもって開示することにより省エネ性・快適性・耐震性に優

れた住みよい住環境を提供する。 

秋田ハウス株式会社 



 
 

【記載留意点】 

・この宣言書は、県 Web サイトで公開します。 

・「SDGs 達成に向けた取組方針等」を記載いただくとともに、原則として「経済」・「社会」・「環境」の

３側面の全てについて「SDGs 達成に向けた重点的な取組」を記載してください。なお、３側面について、

取組が複数の分野にまたがる場合は、それぞれの分野にチェックしてください。 

・「2030 年に向けた指標」は、原則として数値目標を記載してください。 

・「重点的な取組及び指標の進捗状況」は、登録の更新等に合わせて進捗管理を行い、状況を記載してくださ

い。なお、初回登録時は記入不要です。 

・取組の例として、別紙「基本的取組事項の例」を適宜参照ください。 

・記載した取組と関係が深いＳＤＧｓのゴールを以下の表から選択し、「関連する主な SDGs ゴール」にゴー

ル番号を記載してください（複数選択可、最大３つ）。 

 

ゴール 

番号 
内容 アイコン 

 

ゴール 

番号 
内容 アイコン 

１ 貧困をなくそう 
 

９ 
産業と技術革新の基

盤をつくろう  

２ 飢餓をゼロに 
 

１０ 
人や国の不平等をな

くそう  

３ 
すべての人に健康と

福祉を  
１１ 

住み続けられるまち

づくりを  

４ 
質の高い教育をみん

なに  
１２ 

つくる責任、つかう責

任  

５ 
ジェンダー平等を実

現しよう  
１３ 

気候変動に具体的な

対策を  

６ 
安全な水とトイレを

世界中に  
１４ 海の豊かさを守ろう 

 

７ 
エネルギーをみんな

に、そしてクリーンに  
１５ 陸の豊かさも守ろう 

 

８ 
働きがいも経済成長

も  
１６ 

平和と公正をすべて

の人に  

 １７ 
パートナーシップで

目標を達成しよう  

 


